
6.14.伝 統的工芸品産業振興法 に基づく製造協同組

合等が設置する共同施設 に係る事業所税の非課税措置

附則へ移行(2年)。

6.15.石 油パイプライ ン事業の用 に供する施設 に係

る事業所税の非課税措置

附則へ移行(2年)。

6.16.下 請 中小企業法 に基づ く共同利用施設 に係る

事業所税の非課税措置

附則へ移行(2年)。

① 不動産取得税 の課税標準 の特例措置

② 固定資産税の課税標準の特例措置

③ 特別土地保有税の非課税措置

④ 事業所税の新増設に係る非課税措置及び資産割 に

係 る課税標準の特例措置

(3)同 法 に規定する特定施設 である多極分散型国土

形成促進法の 中核的民間施設に対する次の税制措置に

係 る施設規模要件 の緩和措置の適用期限を延長(2年)。

① 特別償却制度

② 特別土地保有税の非課税措置

③ 事業所税の新増設に係る非課税措置及び資産割 に

係 る課税標準の特例措置

6.17.中 小小売商業振興法 に基づ く高度化事業の用

に供する施設 に係る事業所税の非課税措置

附則へ移行(2年)。

6.18.中 小小売商業者が都市再開発事業の施行者か

ら譲渡 を受けた高度化事業の用に供する施設に係る事

業所税 の非課税措置

廃止。

6.19.中 小小売商業者が都市再開発の施行者から譲

渡 を受けた高度化事業のよ うに供す る保留床に係る事

業所税 の非課税措置

廃止。

6.20.日 本 開発銀行等か ら貸付を受けて設置 する総

合的流通業務施設 に係る事業所税の課税標準の特例措

置

流通業務施設のうち、中小小売商業振興法に基づ く

倉庫 を除外。

1.2.鉱 工業技術研究組合 の試験研究用償却資産 に

係る特例措置

固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を延長

(3年)。 ただ し、次の見直 し。

(1)軽 減率 を引下 げ(5/6→9/10)

(2)取 得価額要件 を引上げ(200万 円→240万 円)

1.3.ベ ンチャー企業関連税制の創設

(1)特 定新規事業実施円滑化 臨時措置法に規定す る

実施計画の認定事業者(中 小企業者に限る)の 欠損金

の繰越期間の特例措置を創設。(5年 間→7年 間)

(2)ベ ンチ ャー企業の株式利用型成功払い報酬制度

(ス トックオプシ ョン制度)導 入円滑化税 制 を創設

(「特定新規事業実施 円滑化臨時措置法」の認定事業者

が、同法に基づきス トックオプション制度を導入 した

場合、一定の要件の下で、権利行使時点で生じた経済

的利益については所得課税は行わず、株式売却時点に

おいて売却価 額 と権利行使価 額の差額 について26%

の譲渡益課税 を適用する特例措置)。

6.21.地 域振興整備公 団が造成 した土地の譲渡 を受

けて設置される事業所等 の用に供する施設に係る事業

所税の課税標準の特例措置

附則へ移行(2年)。

平成8年 度

1.経 済構造改革の加速化

1.1.民 間事業者の能 力の活用による特定施設の整

備 の促進に関する臨時措置法の改正に伴う税制措置

(1)同 法 に規定する特定施設 に係る特別償却制度 の

適用期限 を延長(2年)。 ただし、次の見直 し。

① 特別償却率を引下げ(12%→10%)。

② 対象設備 を見直 し(大 規模 スタジアム、エコポー

トを追加等)

③ 適用要件 を見直 し

(2>同 法 に規定する特定施設 に係る次 の税制措置 の

適用期限 を延長(2年)。

1.4.コ マーシャル ・ペーパーに係る印紙税等の特

例措置

(1)次 の見直 し。

① 振出人の上場会社等要件 を撤廃

② 償還期間制限を延長(9ヶ 月以内→1年 未満)

③ 適用対象 に一定以上の格付けを取得 しているCP

及び特定債権等 に係る事業の規制に関す る法律第3条

の届出を しているリース ・クレジット債権 を裏付けと

するアセッ トバック トCPを 追加

1.5.商 品 取 引 責 任 準 備 金 制 度

経 過 措 置 を 講 じ た 上 で 、 廃 止 。

i.6.輸 入の促進及び対内投資事業者の 円滑化に関



する臨時措置法関連税制

(1)輸 入促進地域(FAZ)関 連税制の創設。

① 同法に規定す る輸入促進地域内の特定地 区に立地

する輸入関連事 業者が取得する一定の建物及び機械装

置の特別償却制度

② 特別土地保有税の非課税措置

(2>同 法 に規定す る特 定対内投資事業者 に係る欠損

金の繰越期間の特例措置。

① 適用期限 を延長(2年)

② 対象 となる欠損金の範囲を拡大(法 人設立後5年

問(現 行3年 間)に お いて生じた欠損金)

1.7.特 定商業集積の整備の促進 に関する特別措置

法に基づく税制措置

(1)商 業施設等 の特別償却制度

① 適用期限を延長

② 中心市街地活性化型 の基盤施設を追加

(2)次 の税制措置に中心 市街地活性化型 の基盤施設

を追加

① 特別土地保有税の非課税措置

② 事業所税の新増設に係 る非課税措置及び資産割 に

係る課税標準の特例措置

i.8.高 度技術工業集積地域(テ クノポ リス地域)

における税制措置

(D高 度技術工業用設備の特別償却制度の計画承 認

後の適用期限を延長(2年)。 ただし、次の見直 し。

①12年 超14年 以 内の特別償却率を引下 げ(機 械

14%→12%、 建物7%→6%)

②対象業種を15業 種削除

(2>工 場用 又は研究用建物 の用に供す る土地 に係る

特別土地保有税 の非課税措置の計画承認後の適用期間

を延長(2年)。 ただ し、次の見直し。

① 取得価額要件 を引上 げ(7億 円超→9億 円〉

② 対象業種を15業 種削除

1.9.特 定事業集積促進地域における税制措置

(1)特 定事業用資産の特 別償却制度 の適用期限 を延

長(2年)。 ただ し、次の見直 し。

①7年 超9年 以内の特別償却率 を引下げ(機 械20%

→16% 、建物10%→8%)

② 対象業種 を9業 種削除

(2)特 定事業 の用 に供す る土地に係る特別土地保 有

税 の非課税措置の計画承認後 の適用期間を延長(2年)。

ただし、対象業種3業 種削除。

(3)特 定事業の用 に供す る施設に対す る事業所税の

新増設に係る非課税措置 を経過措置 を講じた上で廃止。

1.10.地 方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の

再配置の促進に関する法律 に基づ く税制措置

(1)産 業業務施設の特別 償却制度の適用期限 を延 長

(2年)。 ただし、3年 超5年 以内の特別償却率を引下

げ(12%→11%)。

(2)産 業業務施設の用に供す る土地 に係る特別土地

保有税 の非課税措置適用期限 を延長(2年)。

(3)教 養文化施設等 に係 る次の税制措置の適用期限

を延長。ただし、取得価額要件を引上げ(1億 円超→

2億 円超)。

① 特別土地保有税 の非課税措置

② 事業所税 の新増設 に係る非課税措置及び資産割 に

係る課税標準の特例措置

1.11.農 村地域工業等 導入地域 における税制措置

(D工 業機械等 の特別償却制度の適用期限及び適用

期間を延長(2年)。 ただ し、特別償却率を引下げ。(機

械14%→12%、 建物7%→6%)。

(2)新 増設 された工場等 の敷地 の用に供す る土地に

係 る特別土地保有税 の非課税措置 の適用期 限を延 長

(2年)。 ただ し、取得価額要件を引上げ(2,400万 円

超→2,600万 円超)。

1.12.大 阪湾得 臨海地域開発整備法に基づく税制措

置

同法 に規定す る大阪湾臨海地域の開発地 区において整

備 される中核的施設等 に係る次の税制措置の適用期限

を延長(2年)。

(1)特 別土地保有税 の非課税措置

(2}事 業所税 の新増設 に係 る非課税措置及び資産割

に係る課税標準 の特例措置

1.13.総 合保養地域整備法に基づく税制措置

(1)同 法 に規定する特定民 間施設の用に供す る土地

に対する特別土地保有税 の非課税措置の適用期限を延

長する(2年)。 ただし、取得価額要件を引上げ(1億

円超→2億 円超)。

(2)同 法に規定す る特定民間施設 に対する事業所税

の新増設に係 る非課税措置及び資産割に係る課税標準

の特例措置について 、取得価額要件 を引上げ(1億 円

超→2億 円超)。

(3)特 定の資産の買換えの場合等 の課税 の特例制度

適用期限を延長(5年 、ただ し、国内にある長期保

有資産の譲渡関連は1年)。 ただ し、次の見直 し。

① 電気事業法 ガス事業法関連 を廃止

② 繊維産業構造改善臨時措置法、中小企業近代化促

進法関連に業種比率 を導入



1.14.土 地等の譲渡等がある場合の特別税率のる不

適用措置(環 境事業団及び地域振興整備公団関連)

適用期限を延長(5年)。

1.15.優 良住宅地の造成等のため に土地等譲渡 した

場合の長期譲渡所得の課税の特例措置(環 境事業団及

び地域振興整備公団関連)

適用期限を延長(5年)。

1.16.優 良住宅地造成事業等のため に土地譲渡 した

場合の所得の特別控除制度

適用対象 に特定商業集積の類型 に中心市街地活性

化型 を追加。

1.17.新 規創業や新たな事業分野への開拓に取 り組

む中小企業者の支援

創造的事業活動 を行 う中小企業者 を支援する財団等

の基金造成のための負担金を特定の基金に対す る負担

金等の損金算入の特例措置に追加。

保有税及び事業所税の非課税措置について、次の措置

を講ずる。

① 店舗等集 団化事業、小規模企業集団化事業及び小

売商業等商店街近代化事業の参加人数要件 を緩和

② 集 団化事業、工場共同化事業及び施設共同利用事

業に参加する情報サービス業 に属す る中小企業者の範

囲を拡充

ただ し、不動産取得税の課税標準の特例措置 につい

て、価格か ら控除すべき額に係る特例加算措置を廃止。

(5)公 益法 人が中小企業事業団か ら資金の貸付を受

けて取得する地域産業創造基盤整備事業の用 に供す る

家屋に係 る不動産取得税の課税標準の特例措置 の適用

期限を延長(2年)。

⑥ 公益法 人が地域産業創造基盤整備セ ンター等 に

おいて中小企業事業団の資金の貸付 を受 けて取得す る

中小企業者の共 同利用 に供す る機械及び装置に係る固

定資産税の課税標準の特例措置の適用期限 を延長(2

年)。 ただ し、取得価額要件を引上げ(220万 円→240

万円)

1.18.特 定中小企業者の新分野進 出等による経済の

構造的変化への適応の円滑化 に関する臨時措置法 に規

定する特定中小企業者に対する欠損金の繰戻 しによる

還付の不適用措置の適用除外措置

適用期限を延長(2年)。

1、19.中 小 企 業 新 技 術 体 化 投 資 促 進 税 制(メ カ トロ

税 制)

(1)適 用 期 限 を 延 長(2年)。

(2}対 象 設 備 を 見 直 し。

1.20.集 団化等高度化事業関係税制

(1)特 定住宅地造成事業等 のため に土地等 を譲渡 し

た場合の1,500万 円特別控除について、中小企業事業

団か ら資金の貸付等を受 けて行 う集 団化事業等 につい

て、当該事業に係 る中小企業者の範 囲等の拡充。

(2)誘 致区域の外か ら内への買換 え特例 のうち、中小

企業事業団の高度化事業 によ り設置される工場等の施

設に係る一の団地の区域等への買換 えについて、集団

化事業等に係る中小企業者の範囲等 を拡充。

(3)中 小企業事業団か ら集 団化等のために融資を受

けて事業協同組合等が取得 した土地又は建物を組合員

等 に再譲渡す る場合 にお ける登録免許税 の軽減措 置

(経過措置 を含む。)の適用期限を延長(2年)す ると

ともに、集団化事業等 に係る中小企業者の範囲等 を拡

充。

(4)中 小企業事業団か らの資金の貸付等 を受 けて取

得する中小企業構造の高度化事業の用 に供する共同利

用施設等に係る不動産取得税 、固定資産税、特別土地

t.21.創 業 中 小 企 業 投 資 損 失 準 備 金 制 度

適 用 期 限 を 延 長(2年)。 た だ し 、 積 立 率 を 引 下 げ

(20%-X18%)0

1.22.中 小企業の貸倒引当金の特例制度

適用期限を延長(2年)。

1.23.事 業協 同組合等が環境事業団から譲渡 を受け

た土地を組合員等 に再譲渡する場合の登録免許税の軽

減措置

適用期限を延長(2年)。

1.24.事 業協 同組合等が中小企業者の集団化等のた

めに有する土地等の地価税の非課税措置

集団化事業等 に係る中小企業者の範囲等 を拡充。た

だ し、経過規定 を廃止。

1.25.事 業協 同組合等が環境事業団から譲渡 を受け

た産業公害を防止するための集団設置建物 に係 る特例

措置

(1)不 動産 取得税の課税標準の特例措置 を廃止。

(2)事 業所 税の資産割 に係 る非課税措置 の適用期 限

を延長(2年)。

1.26.特 定中小企業集積の活性化 に関する臨時措置

法関係税制措置

同法 に規定す る中小企業者が進 出計画 に従 って行

う特 定分野 への進 出後 の事業等 の用 に供す る施設に

対す る事業所税 の新増設 に係 る非課税措置の適用期



限を延長(2年)。 ただ し、資産割 に係 る課税標準 の

特例措置 を廃止。

1.27.中 小企業流通業務効率化促進法 関係税制措置

同法 に規定す る認定組合が実施す る流通業務効 率

化事業の用 に供する施 設に対す る事業所税 の新増 設

に係る非課税措置の適用期限を延長(2年)。 ただ し、

資産割に係る課税標準の特例措置を廃止。

1.28.中 小小売商業振興法関係税制措置

(1)特 定住宅造成事業等 のために土地等 を譲渡 した

場合の1,500万 円特別控除について、同法の認定 を受

けた高度化事業計画に基づ く高度化事 業について、空

き店舗 を活用す る店舗等集団化事 業の参加人数要件

を緩和。

(2>同 法 に規定する高度化事業計画 に基づき設置 さ

れた共 同施 設等の用 に供す る土地に係 る特別土地保

有税 の非課 税措置及び事 業所税の非課税措置 の対象

となる商店 街整備事業及 び店舗等集団化事業 に係 る

人数要件を緩和。

(3)同 法 に規定する商店街整備等支援 計画 に基づき

設置 される公衆の利便 を図るための施設 に対す る事

業所税の新増設 に係る非課税措置の適用期限 を延 長

(2年)。 ただ し、資産割 に係る課税標準 の特例措置

を廃止。

(4)同 法 に規定す る商店街整備等支援 計画 に基づき

設置 され る共同店舗等 に対する事業所税 の新増設 に

係 る課税標準の特例措置の適用期限を延長(2年)。

2.2.エ ネルギー需給構造改革投資促進税制

(エネ革税制)

(1)適 用期限を延長(2年)。

(2)電 気事業法 に規定する卸供給事業者 を対象

に追加。

(3)対 象設備の見直 し。

2.3.特 別修繕引当金

適用対象に石油の貯蔵 の用に供す る貯油槽(!万 キ

ロリットル以上のものに限る。)に係る保安 に関す る検

査 に伴 う修繕費を追加。

2.4.石 油化学製品の製造のために消費される揮発

油にかかる揮発油税及び地方道路税の免税等の対象 と

な る石油化学製品

適用対象に次の ものを追加 当。

(1)イ ソヘキサ ンの定義の見直 し

(2)シ クロペンタ ン

(3)ガ ス事業法に基づ く大 ロガス事業用 として製造

するガス

2.5.ガ ス熱量変更準備金制度

適用期限を延長(2年)。

2.6.稼 行炭鉱地域における工業機械等の特別償却

制度

適用期限 を延長(2年)。 ただし、特別償却率を引

下げ(機 械20%→18%、 建物10%→9%)

1.29.繊 維 産業構造改善臨時措置法関係税制措置

(D同 法 に規定する構造改善事業計画又は構造改善

円滑化計画 を実施す る特定組合等が取 得 した試験研

究用 の機械 設備に係 る固定資産税の課税標準 の特例

措置 の適用 期限 を延長(3年)。 ただ し、取得価額要

件を引上げ(220万 円→240万 円)。

(2)同 法に規定する構造改善事業計画又 は構造改善

円滑化計画 を実施す る特 定組合等が設置す る構造 改

善等用共同施設 に対す る事業所の非課税措置 の適用

期限を延長(2年)。

2.7.資 源探鉱及び資源 開発に係る海外投資等損失

準備金制度

適用期限 を延長(2年)。

2.8.海 洋油田 ・ガス田廃鉱準備金制度

適用期限を延長(2年)。

2.9.石 油化学製品等製造用輸入ナ フサ等の石油税

免税措置

適用期限 を延長(2年)。

2.国 際的課題への責任 ある対応

2.1.一 般投資及び大規模経済協 力合弁事業に係る

海外投資等損失準備金制度

適用期限 を延長(2年)。 ただし、積立率の見直 し

(特定海外事業(特 定投資)法 人15%→12%、 特定

産業振興事業(投 資)法 人18%→12%、 特定海外経

済協力事業(投 資)法 人18%→16%)。

2.10.石 油化学製品製造用国産ナフサ及び農林漁業

用国産A重 油の石油税還付措置

適用期限 を延長(2年)。

2.11.電 線類の地中化設備 に係 る税制措置

(1)特 別償却制度の適用期限を延長(2年)。 ただし、

特別償却率を引下 げ(10%→9%)。

(2)固 定 資産税 の課税標準 の特例措置の適用期限 を

延長(3年)。 ただし、軽減率 の引下げ(先 行的地中化



5/67/8)0

3.安 全で豊かさを実感できる生活の実現

3.1.リ サイクル関係税制

(1)リ サイ クル推進基盤強化税制を創設(リ サ イクル

促進に著 しく資する設備 に係る25%特 別償却制度)。

(2)再 商品化 に必要 な施設 に係 る事業所税の特例措

置を創設。

① 再商品化義務 を課せ られた特定事業者及び指定法

人の再商品化の用 に供す る施設 について、新増設及び

資産割 に係る課税標準 の特例措置(3/4控 除)

② 再商品化義務 を課せ られた特定事業者及び指定法

人か ら委託 を受けて再商品化に必要な行為 を業として

行 う者が再商品化のように供す る施設 につ いて、新増

設、資産割(3/4控 除)、 従業者割(1/2控 除)に 係

る課税標準 の特例措置

3.2.廃 棄物再生処理用設備 に係 る税制措置

(1)特 別償却制度の適用期限を延長(2年)。 ただし、

対象設備を見直 し。

(2)固 定資産税の課税標準 の特例措置の適用期限を

延長(3年)。 ただ い、対象設備 を見直 し。

3.3.公 害防止用設備 に係る税制措置

(1)特 別償却制度の適用期限を延長(2年)。 ただし、

対象設備 を見直 し。

(2)固 定 資産税の非課税措 置を経過措置を講 じた上

で廃止 し、課税標準の特例措置(1/6>へ 移行

(3)固 定資産税の課税標準 の特例措置の適用期限を

延長(2年)。 ただし、対象設備を見直 し。

3.4.金 属鉱害防止準備金制度

適用期限を延長(2年)。

3.5.脱 特 定 物 質 対 応 型 設 備 に 係 る 税 制 措 置

固定 資 産 税 の課 税 標 準 の 特 例 措 置 の 適 用 期 限 を 延 長

(2年)。 た だ し 、 次 の 見 直 し 。

(1>軽 減 率 の 見 直 し(2/3→3/4)。

(2)取 得 価 額 要 件 を 引 上 げ(200万 円→240万 円)

3.6.軽 油深度脱硫設備 に係 る税制措置

固定資産税 の課税標準 の特例措置を経過措置を講 じ

た上で、廃止。

3.7.平 成9年 排 出 ガ ス 規 制 に 係 る 税 制 措 置

平 成9年 排 出 ガ ス 規 制 適 合 車 を 次 の 期 間 に 取 得 した

場 合 に 自 動 車 取 得 税 の 軽 減 措 置 を 講 ず る 。

(1)平 成8.4.1～ 平 成a.9.30の 取 得

通 常 税 率(自 家 用5%、 営 業 用3%)の1%軽 減

(2)平 成9.10.1～ 平 成10,12.31の 取 得

通 常 税 率 の0.1%軽 減

3.8.低 公 害 車 の 取 得 に か か る 税 制 措 置

低 公 害 車(電 気 自 動 車 、 天 然 ガ ス 自動 車 、 メ タ ノ ー

ル 自 動 車 、 エ ネ ル ギ ー 回 生 型 ハ イ ブ リ ッ ド自 動 車)の

取 得 に 係 る 自 動 車 取 得 税 の 軽 減 率 を 拡 充(2.2%→

2.4%)o

3.9.自 動車か ら排 出される窒素酸化物の特定地域

における総量の削減等に関する特別措置法(NOX法)

の特定 自動車排出基準適合車への買換えに係る税制措

置

自動車取得税の税率の特例措置の対象 となる取得対

象車の見直し及び平成9年 排出ガス適合車を追加。

4.そ の他

4.1.法 改正に伴 う税制上の規定の整備

(1)高 圧ガス取締法、液化石油ガスの保安の確保及び

取 引の適正化に関する法律の改正関係

① 地価税の課税価格の計算の特例措置

(2>新 エネルギー ・産業技術総合開発機構(石 油代替

エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律)と 石

炭鉱害事業団(石 炭鉱害賠償等臨時措置法)の 統合関

連。

4.2.個 人 住 民 税

個 人 住 民 税 均 等 割 の 税 率 を 引 上 げ 。

(1)人 口50万 以 上 の 市

年 額3,000円(現 行2,500円)

(2)人 口5万 以 上50万 未 満 の 市

年 額2,500円(現 行2,000円)

(3)そ の他 の 市 町 村

年 額2,000円(現 行1,500円)

(4)道 府 県

年 額1,000円(現 行700円)

5.懸 案 事 項

5.1,特 別 減 税(所 得 税 ・個 人 住 民 税)

平 成8年 度 に お い て も継 続 実 施 。

5.2.土 地 保 有 税

(1)地 価 税

① 税 率 を 引 下 げ(0.3%→0.15%)。

② 基 本 控 除(定 額 控 除)を 引 下 げ 。

(イ)資 本 金1億 円 超10億 円 以 下 の 法 人

(10億 円 →8億 円)

(ロ)資 本 金10億 円 超 法 人

(10億 円 →5億 円)



② 固 定 資 産 税 ・都 市 計 画 税

平 成8年 度 分 の 固 定 資 産 税 ・都 市 計 画 税 に つ い て 、

緊 急 臨 時 の 措 置 と して 、宅 地 等 に 係 る 負 担 調 整 率 を 引

下 げ 。

現 行 → 平 成8年 度

1.05→1.025

1.075-一>1.05

1.1→1.075

1.15->1.1

1.2→1.15

1.25→1.2

人等及 び社 会福祉法人 を除 き、引下 げ(所 得金額 の

27%20%)0

(2)収 益事 業 を営まない公益法人等 につ いて も小規

模法人(年 間収入5,000万 円以下の法人)を 除き、収

支計算書を所轄税務署 に提 出する制度 を導入。

(3)政 党、地縁団体等の寄付金の損金算入限度額 を所

得金額の2.5%と する。

6.税 制改正要望 にな い改正項 目

6.i.原 子力発電施設解体準備金制度経過措置 を講

じた上で、積立限度額 を見直 し。

5.3.土 地 譲 渡 益 課 税

(1)法 人

① 長 期(5年 超)譲 渡 所 得 に 対 す る 追 加 課 税 制 度 の

税 率 引 下 げ(10%追 加 課 税 →5%追 加 課 税)。

② 短 期(5年 以 下)譲 渡 所 得 に 対 す る 追 加 課 税 制 度

の 税 率 引 下 げ(20%追 加 課 税 →10%追 加 課 税)。

③ 超 短 期(2年 以 下)譲 渡 所 得 に対 す る 追 加 課 税 制

度 の 税 率 引 下 げ(30%追 加 課 税 →15%追 加 課 税)。

(2}個 人

① 長 期 譲 渡 所 得 の見 直 し

(イ)現 行:特 別 控 除 後 の 譲 渡 益4,000万 円 以 下 の 部 分

32.5%(所 得25%、 住 民7.5%)

改 正 後:特 別 控 除 後 の 譲 渡 益4,000万 円 以 下 の 部 分

26%(所 得20%、 住 民6%)

(ロ)現 行:特 別 控 除 後 の 譲 渡 益4,000万 円 超 の 部 分

39%(所 得30%、 住 民9%)

改 正 後:特 別 控 除 後 の 譲 渡 益4,000万 円超8,000万

円 以 下 の 部 分32.5%(所 得25%、 住 民7.5%)

(ハ)改 正 後:特 別 控 除 後 の 譲 渡 益8,000万 円 超 の 部 分

39%(所 得30%、 住 民9%)

5.4.土 地取得課税

(1)登 録免許税

土地の登記 に係 る登録免許税につ いて、課税標準 を

60%減 額す る現在 の負担軽減率 を平成8年 度 にお い

ても継続。

(2)不 動産取得税

宅地等の取得が平成8年 中に行われた場合には、課

税標準 の価格 を1/2に 軽減。

5.5.有 価 証 券 取 弓1税

平 成8.4.1～ 平 成10.3.31ま で の 措 置 と し て 、 株

券 等 の 第 二 種 取 引(投 資 家 に よ る 譲 渡)に 係 る 税 率 を

引 下 げ(0.3%→0.21%)。

5.6.公 益法人課税 の適正化等

(1)公 益法人等の寄付金の損金算入限度額 を、学校法

6.2.最 低資本金を満たすまでの利益等の資本組入

れに係るみな し配当の非課税措置、有限会社の最低資

本金を満た すまでの資本増加 に係る出資の払 い込み に

充てる利益 の配当の非課税措置及び商法等の一部改正

に伴 う株式会社等の増資登記等の税率の軽減措置廃止。

6.3.中 小企業近代化促進法の規定 による承認 に係

る登記 に対する登録免許税の税率の軽減措置

廃止。

6.4.事 業協同組合等が中小企業事業団か ら資金の

貸付等を受 けて高度化事業の用に供する施設を取得 し

た場合の不動産取得税の課税標準の特例措置特例措置

の対象から企業組合を削除。

6.5.個 人事業税

白色 申告者 の事業専従者控除額を次の とお り引上げ

(D配 偶者 である事業専従者80万 円→86万 円

(2)配 偶者 以外の事業専従者47万 円→50万 円

6.6.地 場 産業振興センター又は工芸 コミュニティ

セ ンターに係 る不動産取得税の軽減措置(内 かん)

廃止。

6.7.中 小企業等協同組合等が経営する病院及び診

療所の用 に供する不動産等に係る非課税措置

(1)不 動産取得税の非課税措置の対象 を事業協 同組

合 、商工組合 、信用協同組合に限定。

(2)固 定資産税の非課税措置の対象 を事業協同組合、

商工組合、信用協同組合 に限定。

6.8.高 圧 ガス保安協会が業務の用に供する不動産

等 に係る非課税措置

不動産取得税及び固定資産税の非課税措置の対象 を

国か らの委託 を受けて行 う事業の用 に供す るものに限

定。



6.9.公 共の危害防止のために設置する障壁等 に係

る固定資産税 の非課税措置

高圧ガス取締法、液化石 油ガスの保安の確保及び取

引の適正化に関する法律による許可を受けた者が設置

するものを非課税措置か ら課税標準の特例措置(平 成

8.1.2～ 平成10.3.31の 間に取得 したもの(1/3)

へ移行。

6.10.電 気 供 給 業 者 等 の 送 変 電 施 設 の 用 に 供 す る 償

却 資 産 に 係 る 固 定 資 産 税 の 課 税 標 準 の 特 例 措 置

(11電 気 の 供 給 を 業 と す る 者 が 用 に 供 す る も の に つ

い て は 、 対 象 者 を 電 気 事 業 法 の 一 般 電 気 事 業 者 及 び 卸

電 気 事 業 者 に 限 定 し た 上 で 、 変 電 所 の 用 に 供 す る 資 産

に つ い て 、軽 減 率 を 引 下 げ(1/3、2/3→2/5、4

/5)0

(2>物 品 の 製 造 、鉱 物 の 採 掘 を 業 とす る者 が 用 に 供 す

る も の に つ い て は 、 軽 減 率 を 引 下 げ(1/2、3/4→

2/3、4/5)た 上 で 、 附 則(適 用 期 間 平 成7.1.2

～ 平 成10 .3.31)へ 移 行 。

6,16.旧 特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措

置法による承認 に係 る存続法人等が取得 し保有する土

地 に係る特別土地保有税の非課税措置廃止。

6.17.事 業活動 によって生ずる鉱害の防止のための

施設に対する新増設及び資産割 に係 る事業所税の非課

税措置

非課税措置か ら課税標準の特例措置(3/4控 除)へ

移行。

6.18.路 外駐車場 に係 る事業所税の非課税措置対象

を都市計画 において定められた都市計画駐車場当に限

定。

6.19、 特定の国際的な博覧会の開催に伴 う特例措置

(1)世 界都市博覧会出典準備金を廃止。

(2)法 人住民税、事業税 、不動産取得税、固定資産税、

都市計画税、事業所税に係 る非課税措置を廃止。

6.11.ガ ス事業の用に供する償却資産に係る固定資

産税の課税標準の特例措置

対象設備の見直 し(排 送機、汽かん設備 を削除)。

6.12.熱 供給事業の用 に供する土地及び償却資産 に

係る特例措置

(1)償 却資産 に係る固定資産税の課税標準の特例措

置 の対象か ら燃料貯蔵設備、燃料輸送設備 を削除。

(2)土 地 に係る特別土地保有税の非課税措置を廃止。

6.13.中 小企業協同組合等が取得 した農林漁業者又

は中小企業者の共同利用 に供する機械及び装置 に係 る

固定資産税の課税標準の特例措置

取得価額要件を引上げ(220万 円→240万 円)

6.14.地 場産業振興センター等の用に供する不動産

等 に係 る特例措置

(1)地 場産業振興セ ンター等 の事業の用 に供する家

屋 に係 る不動産取得税 の軽減措置を廃止。

(2)地 場産業振興セ ンター等の事業の用 に供する一

定の機械及び装置に係る固定資産税 の軽減措置 の廃止。

(3)地 場産業振興セ ンター等の事業の用 に供する土

地に係 る特別土地保有税の課税免除措置の廃止。

6.15.水 資源開発公団が事業の用 に供する固

定資産 に係る非課税措置

取水施設、貯水施設等の用に供する土地 を非課税

か ら課税標準の特例措置(1/6)に 移行。

平成9年 度

1.知 的創造立国に向けた経済構造改革

1.1.試 験研究費の額が増加 した場合等の税額の特

別控除制度

適用期限 を延長(2年)

1.2.基 盤技術研究開発促進税制

適用期限 を延長(2年)た だし、次の見直 し

(D対 象設備の見直 し

(2)基 盤技術開発研 究用資産 に係る法人住 民税 の特

例措置を延長(2年)

1.3.中 小企業技術基盤強化税制

(D適 用期限を延長(2年)

(2)中 小企業者の試験研究費に係る法人住 民税の特

例措置を延長(2年)

1.4.特 別 試験研究促進税制

適用期限 を延長(2年)た だ し、次の見直 し

(D「 省エネ ・リサイクル支援法」に基づ く適用対象

技術の見直 し

(2)税 額控除の対象 として、大学等 と共同 して行う試

験研究費の うち企業が 自社内で行う研究にかかる費用

を大学等が支 出す る費用 の3倍 までの範囲内で6%控

除

1.5.鉱 工業技術研究組合等 に対する支出金の特別

償却制度

適用期限を延長(2年)


